
  

 

 

 

 

 
Copyright ⓒI-O ウェルス・アドバイザーズ株式会社 

発行人：岡本和久、発行：I-O ウェルス・アドバイザーズ株式会社 

URL: http://www.i-owa.com；E-mail: info@i-owa.com 

 

 

長期投資仲間通信「インベストライフ」 

I-OWA マンスリー・セミナー講演より 

一緒に考えよう「相続」！ 

十人十相続、最適相続（相続経済）とは？ 
 

 

講演：桑瀬 登紀子氏 

レポーター：川元 由喜子 

 

司法書士として、実務的に見てきた相続の現場経験をもとにお話しします。 

 

結論から言ってしまいますと、相続にはいろんなリスクがあって、それらをヘッジするためには、遺

言の作成をお勧めします。健康寿命である 70 歳ぐらいに達したら、この後何が起こるかもわかり

ません。また遺言は法律行為ですから、認知症になってからでは遅いということもあります。今か

らすぐ書くという気持ちになっていただいてもいいくらいです。 

 

実務の中で扱う相続の要素は、ヒト・モノ・カ

ネ、そしてそれらの関係をコントロールする

のが法律と税務です。ヒト（相続人）とモノ

（相続財産）の間をコントロールするのが法

律ですが、これは民法だけではありませ

ん。高齢の方が亡くなってその両親にまで

遡る場合などには、旧民法も関わってきま

すし、家督制度も慣習もまだ生きています。

民法には「系譜、祭具及び墳墓の所有権

は、・・・ 慣習に従って祖先の祭祀を主宰

すべき者が承継する。・・・」等々、はっきりと

書いてあります。 

 

「カネ」というのは、相続財産というモノが「相続分」という金銭換算になったもの、それをコントロー

ルするのが税金です。法律と税務は、全く相続の範囲が一緒というわけではないので、節税のや

り過ぎや保険の掛け過ぎのせいで、間違ってしまうこともあります。 

 

皆さんが普段注目しているのは、こうした法律や税金の側面です。でも本当は、ヒトとカネの間に

は、家族の歴史や時間があり、その間に人間関係やお互いの感情、公平・不公平といった要素が
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あるのではないでしょうか。そういった要因で、相続がもめる。もめればもめるほど長引いて、不幸

な時間が費やされます。 

 

法律や税金の側面だけを見ている人は、結局、弁護士を頼み、弁護士が何を相手に送るかという

と、「この件は私が代理人になったから、直接、当事者に連絡するな」という手紙。そんな手紙貰っ

たら、びっくりしますよね。弁護士は、本当のことは相手に伝えませんから、やはり本人同士が会っ

て話したほうがいいのです。それだけで随分解決が楽になるのに、すぐ法律の話に持っていくから

ややこしくなるのです。弁護士の費用も安くはありません。 

 

相続ではこの人間関係とか、感情といった、いわば遺言の前文に当たるところが、本当は大事な

んです。裁判沙汰にするという手もありますが、高いコストと長い時間をかけて散々争っても、結局

最大限、決着するのが法定相続なんですね。法は意外と無力で、介護した場合など、一応、「寄与

分」というのもありますが、認めてもらうのは難しく、最後に落ち着くのは法定相続なんです。そうい

うことも考えて、最適相続を見つけるのがいい。秘策はありません。 

 

十人十色と言いますが、まさに「十人十相続」なんです。ヒト・モノ・カネ・時間をとりまく諸要素、そ

の全体を理解し向き合う、そして最適化することです。税金や法律は、一部の要素でしかないので

す。これを念頭に、自分の最期、『終(つい)をデザイン』してください。 

 

講演では、複雑な家族関係で相続が起きる具体例や、相続額、相続税額の計算例、遺言の種類

と費用など、実務上の知識についても解説していただきました。実際にあった案件を交えて、ドラ

マのような人間関係や、思わず「ある、ある」と頷くようなエピソードを伺いましたが、この要約版で

はご紹介できないのが残念です。 
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「相続あれこれ」を話し合う 

フリーディスカッション 

桑瀬登紀子氏、ご参加のみなさま 

 

 

桑瀬 「最後の晩餐、もう明日死んじゃうわ？その時に何を食べたいですか？」という質問をした時

に、意外と女性の方が、「ステーキやハンバーグ」みたいに、がつっとしたものをおっしゃり、

男性は「ご飯とみそ汁、つぶ貝のお刺身、高級なお粥」みたいな感じなんですね。この最後

の晩餐って何かと言いますと、エンディングノートってありますよね。あれは、「お葬式をどう

したい。財産をどうしたい」などについて書きますが、本当は最後のことを考える時は、わく

わくして欲しいのです。財産を分けることではなくて、自分は、最後にどうやってお金を使っ

ていきたいのか。普段は食べられないけれど、「高級なお粥」みたいなことを、最後の晩餐

として考えるべきじゃないかということです。男性の場合 70 歳から 80 歳までと、健康寿命

から平均寿命まであるわけですから、自分の最後を、お葬式や財産のことだけじゃなくて、

こういうことをきかっけに考えて欲しいですね。もし、遺言の話をしにくい時は、「お母さん、

最後何を食べたいかね？」という切り口から入っていけば、意外と入りやすいのではないで

すか？というご提案です。 

 

岡本 それは、大事なことですよね。というのは、なかなか相続の話は、いきなりできないですよね。

この食べ物絡みの話から入っていき、それを切り口に話すということは、「ピギーちゃんを購

入したら、今まで家庭でお金の話を全然したことなかったのが、家の中でお金の話をするよ

うになった」というように、何かきっかけを作るという意味ではいいかもしれないですよね。 

 

参加者 相続税対策でアパートを建てると大変なこともあると、ちらっとお話されましたが、どういう

ことでしょうか？  

 

桑瀬 具体的に言うと、4 億円の土地があります。例えば、2 億円かかる 3 階建てのアパートを建

てたとします。でも手元にお金がないので 2 億円銀行から借りて抵当権をつけます。2 億円

の借金ですから、そんなに簡単には返せないですよね。でも建物が建ってしまったせいで、

4 億円の土地がいくらに減価されたかというと、半分以下になるんですね。この 2 億の建物

が、○○建託さんの話の通り 30 年間ぐるぐる回ればいいですよ。でもメンテナンスが掛か

るんですね。そういうことなどで結構出費もかさみますし返済もある。しかも投資物件は金

利が高いんですよ。そうなると元本が減らない。2 億で借りて、回していてもしょうがないと

気づいたけれど、結局、更地だったら 4 億で売れたものが、2 億でしか売れずに、その 2 億
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のうちに建てた建物の金利が、結構高いので 10 年経ったのに 1 億 7 千万とか。となると結

局、儲けは 3,000 万円ですよね。まあ、その間に収益をいくらか得たかもしれませんが、リ

フォームで掛かっていますからね。そうなると、その節税対策は本当によかったのでしょう

か。私だけでなくて、不動産コンサルをしている人が言っているのですけど、「建築会社や

建設会社さんが、本気でいいと思っていないと多分売れないよね」って言っています。今、

賃貸の事業用は 50％余っていると言われているんですよね。そこに建てましょうというのは、

そこで回す勇気があるのか、回す実力がないといけないですよね。借金があると、相続対

策になります。結局、この下の土地は 2 億円に下がって、残りが 1 億 7,000 万円残っていま

すから、「相続財産としては 4 億円だった土地が、3,000 万円になってよかったわ」と言って

も、結局、4 億円の土地が、3,000 万円になってしまったわけですよね。相続税額 4 億円だ

ったら税率は 50％ですから、半分払っても 2 億円は相続人に渡せたのに、売ってしまい処

分して自分の手元に残ったのは 3,000 万円でしたということもあるということです。 

    4 億の土地のままであれば、分筆して本当に半分ずつ分けることもできますが、上に建って

しまっていると分筆できず、金銭換算できないわけですね。重要なのは一部だけ見て判断

しないことですね。先のことをもう少しみていただく。現在、人口が 1 億 2,900 万人位いるけ

ど、1 億きるかもしれないと言っている時に、本当にアパートを建ててしまっていいのかな？

誰が借りてくれるのかな？ということですね。 

 

参加者 よく、遺言を書くことに対して、抵抗感を持っている人がいます。その人達の 3 つの言い訳

として、一つ目は、子供達は仲が良いっていうんですね。でも子供達の配偶者同士も本当

に仲が良いのか。そこが問題ですね。2 つ目は、「まだ早い」って言いますが、認知症になっ

てしまったら書けない訳ですから、書けるうちに書いておかなくてはならないわけですよね。

3 つ目は「それをいうほど資産がない。」と言いますが、資産がない人ほど争っているわけ

です。普通、多くのサラリーマンは、自分の持ち家はあるけど、それ以上の金融資産をもっ

ていないというケースが多いです。そうなると本当に困りますよね。段々年を取ってくると、

不動産の割合を少なくして、金融資産の割合を増やしていくということも一つ大事ですよね。 

 

桑瀬 換価できるものが何かということを、ほとんどの人が考えていないんですよ。私など専門家

は、相談されると、にこにこしながら「自宅は売ったほうがいいですよ。換価して、それを分

ける遺言がいいんですよ。」と言いますね。でも子供はそうは言えませんからね。 

 

参加者 多くの人が勘違いしているのが。遺言（ゆいごん）と遺書（いしょ）ですよね。遺書（いしょ）

は死ぬ前に書くけど、遺言（ゆいごん）は、若くて元気な時から書いておいた方がいいです

よね。 

 

桑瀬 子どもがいなくて早まってしまうパターンが、最近よくありますね。養子をとって、その人にあ

げるというパターン。実際は、遠くの親戚より、近くのヘルパーの方が役に立ったりしますね。
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結局、遠くの親戚を養子にしても、実際はなんにもしてくれないパターンはよくあるんです。

以前、受けた相談で、養子にしてしまった子に、自宅の名義まで移してしまったというんで

すけど、全然面倒も見てもらえなかったんですね。もし名義の回復をするとしても、その子

のはんこが必要ですからね。 

相続税対策として養子という話がありますが、あれは大きな間違いだと思います。 

 

参加者 相続税対策として養子とはどういうことですか？ 

 

桑瀬 兄弟相続の場合、相続した時の税額に 2割加算があるので、それなら子供を一人養子にし

て、その子一本で行けば、兄妹間で揉めないと思って養子にするんですね。でも、実際に

面倒見てくれたのは、近くの兄妹でした、という話はいっぱいあるんですよ。実際、関西に

住んでいらっしゃる方から電話があり、「養子にしたのはいいのだけど、養子は遠方なので、

兄妹に面倒見てもらっている。そういう遺言を書きたいんだ」という話でした。「書いたらどう

ですか」と言ったんですけどね。そういう風にして遺言に書いて、受遺者になれば、受遺者

は相続人の数に入るので、その人の部分は 2 割加算になり、税金も増えますが、そういう

所でフォローしておけばいいですね。 

 

参加者 感謝の気持ちを、相続でやらないで、贈与で毎年したらどうですかね。介護してもらいも

のすごく感謝しているけど、兄妹でもなんでもない。でもその人のことを遺言に書いてしまっ

たらまずいですよね。ある人が言ったんですけど、500 万円の贈与が心地いい金額だそう

です。常識範囲内の贈与税なんだそうです。贈与で、介護してくれた人にありがとう！と毎

年 500 万円を贈与した方がいいんじゃないですかね。相続より贈与というのが一つあると

思います。 

 

桑瀬 それは、一つの手だと思いますね。例えば、遺言も公正証書作成にお金を払うのは、もった

いないと思うよりも、先のことを考えて、少しでも払った方がいいですよね。基礎控除 110 万

円を 10 年も続けたら、定期贈与と見なされて否認された例もあるので、110 万、120 万とい

う風に、ちょっとでも税金を払っておいて、定期ではありませんよと言い訳を作っておくと、

安心だということもありますよね。110 万円を、全く同じ日にちに 10 年間通帳に残していた

人がいたんですけど、これは定期贈与だとされてしまいますよね。 

 

大江 意思があった時点で贈与だと見なされてしまいますよね。一番いいのは、毎年基礎控除よ

り少しだけ上の金額を渡して、税金を払っていけば、一番確実な証拠が残りますから、否認

のしようがありませんよね。 

 

桑瀬 あと必ず、その確定申告の写しをとっておくことですね。税務署は 5 年で捨ててしまいます

し、税務署が自分の所で調べてくれることなんてありませんからね。困るのが、旦那さんが
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ものすごく稼いでいて、奥さんが働いていないのに 5,000 万円位もっているケースですね。

110 万円の基礎控除でもらっていました、と言っても、申告書を残していませんとか、夫婦

間なので通帳も残っていませんとなると、「これは遡って贈与ですよね」と、言われてしまう

場合があります。また、親子間では、「金銭消費貸借だ」と言われ、弁済の時から、まだ消

滅時効にかかっていない場合は否認されますよね。親子間でポケットからポケットみたいな

ことをやると、結構、痛い目にあう可能性があります。いいのは、例えば、奥さんに不動産

も贈与する。婚姻期間 20 年間の場合は、夫婦間の不動産を贈与した時の、2,000 万円の

配偶者控除を使うんですね。もし超えても贈与税を払えばいいんですよ。 

 

岡本 お金は出来るだけ使ってしまう。いろいろいいことの為に使える方法があるわけです。寄付

もそうです。「金遣いの王道」ではないですけど、金遣いは、これから大きなテーマです。高

齢化によって、それは資産形成から資産活用へという時代の変遷ということも反映している

と思います。今日はありがとうございました。 


